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令和５年度恵庭市教育委員会会議（１2月定例会）会議録 

日   時 令和５年１2月１日（金） 開会１７時３０分 閉会１7時４5分 

会   場 市民会館 １F 第１会議室 

出席委員 

教育長                       岩渕   隆 

教育長職務代理者             土谷 秀樹 

委  員                       尾形 直子（欠席） 

委  員                       福屋 栄人（欠席） 

委  員                       白﨑 亜紀子 

会議出席者 

教育部長                     狩野 洋一 

教育部次長                   大嶋 克幸 

教育総務課長                 佐々木 文人 

教育支援課長                 藤本 恵美子 

社会教育課長                 黒氏 優子 

学校給食センター長            加藤 孝行 

読書推進課長                 藤井 昌人 

郷土資料館長                 髙野 隆司 

教育施設課長                 堀越 拓也（欠席） 

教育総務課指導主事           北   幸法 

教育総務課主査               小井 裕介 

議題及び議事の概要 別紙のとおり 

会議の傍聴を許可された者 １名 

議事録署名委員 土谷 秀樹 
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令和５年度恵庭市教育委員会会議（１2月定例会）結果表
令和５年１2 月１日（金） １７時３０分開会 

１７時４５分閉会 

会場：市民会館 １F 第１会議室 

事案番号 件      名 議決結果 

議案第1号 恵庭市立学校管理規則の一部改正について 原案可決 

○会議出席者 

         岩渕教育長 

教育委員：土谷委員、白﨑委員 

事務局  ：狩野教育部長、大嶋教育部次長、佐々木教育総務課長、藤本教育支援課長、黒氏社

会教育課長、加藤学校給食センター長、藤井読書推進課長、髙野郷土資料館長、北教

育総務課指導主事、小井教育総務課主査
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議   事    録  

                                  開会 1７時３０分                                   

教 育 長 

事 務 局 

教 育 長 

委    員 

教 育 長 

各 委 員 

教 育 長 

事 務 局 

教育長 

事 務 局 

只今より教育委員会を開催いたします。初めに日程１、議事録署名委員の指名

について事務局お願いします。 

今回会議の議事録署名委員は、土谷委員お願いします。 

よろしいでしょうか。 

（ 承認 ） 

次に日程２、前回会議録の承認について事務局お願いします。 

（ 事務局から前回の議事録について報告 ） 

ただいまの記録のとおり承認するということでよろしいですか。 

（ はいの声 ） 

続いて日程３、議案に入ります。   

それでは議案第１号恵庭市立学校管理規則の一部改正について、事務局から

説明をお願いします。 

私の方からは、議案第１号恵庭市立学校管理規則の一部改正について説明い

たします。 

今回の改正につきましては、本市における押印廃止の方針に基づき、押印が不要

であると判断した様式に関する改正となっております。 

それでは、新旧対照表をご覧ください。押印を不要とする手続として、「児童・生徒

に対する報告書（別記第5号様式の１、別記第５号様式の２）」、「臨時休業報告書

（別記第６号様式）」及び「復命書（別記第２０号様式）」の４つの様式中の「印」の

部分をそれぞれ削除しようとするものであります。 

以上、簡単にご説明いたしましたが、よろしくご審議の上、原案のとおりご承認賜

りますようお願い申し上げます。 

議案第１号について、ご質疑等はございますか。 

同様の押印廃止は小出しに結構出てきておりますが、今回これが出てきた背景と

いうのはありますか。 

押印の廃止につきましては、企画課が中心となって調査等をしておりまして、今回

の調査は、今年６月現在でまだ押印の廃止になっていないものについて調査があり
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教育長 

各 委 員 

教育長 

事 務 局 

委    員 

事 務 局 

委    員 

事 務 局 

教 育 長 

まして、それに基づき精査した結果、押印の廃止をするものです。 

はい、わかりました。 

その他、ありますか。 

（ なしの声 ） 

なければ、以上で議案第１号について終了いたします。 

続いて、日程4、その他について、事務局よりお願いいたします。 

私の方から、夏休みの延長の件についてお知らせさせていただきたいと思いま

す。先日、新聞報道がありまして、その内容としては、今夏の猛暑を受けまして道

立学校の休業日を6日間延長するという内容でありまして、現在の夏冬総休業

日の合計が50日ですが、それを56日以内にするという内容でございます。こうい

った内容から、恵庭市におきましても同様に56日以内にする方向で、現在校長

会と協議を進めている途中でございます。その内容が固まり次第、今後、学校管

理規則の改定が必要となりますので、次回以降の教育委員会でお示しする予定

となっておりますので、ご報告させていただきます。 

現状は、恵庭市は50日以内ですか。 

はい、そうです。 

これは小学校ですか。中学校も含めてのお話ですか。 

小中学校です。 

今、校長会とお話している最中ですが、だいたい現実的には53日くらいという

ことになりそうです。学校管理規則では56日以下と道立と同じように定める予定

でありまして、その年度年度で何日休めるか、余時数がどのくらい出るかというこ

ともあり、特に中学校は厳しいものですから現実的には来年は、今年の夏休みの

終わりから5～6日くらい延ばして、始まりを1日遅くするとか、秋休みを1日減らす

とか、だいたい53日くらいが限界かなということで今動いております。できれば管

内で合わせられないかというところで調整が図られておりますが、市町村によって

「うちはエアコンがあるから50日のままでいこうと思っている」とか、あるいは「うち

は、2学期制ではなく3学期制なので52日以上とれない」とか、それぞれ市町村に

よって事情が違いますので、今調整を図っております。無理やり調整しようというこ

とには最終的にはならないような気もします。それぞれの市町村の実情に併せて

今考えているところであります。1月になりましたらそれを示せる状況になろうかと

思っておりますので、情報提供させていただきます。 

（ 次回の日程確認 ） 

その他、全体を通して何かありますか。 
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各 委 員 

教 育 長 

（ なしの声 ） 

以上をもちまして、本日の教育委員会を終了いたします。 

  ありがとうございました。 

 終 了 


